
千 葉 労 働 局 発 表

平成 20年 6月 6日

千葉労働局雇用均等室

雇用均等室長  安 達 秀 子

機会均等指導官 石 山 玲 子

電話  043‐221‐2307

パー トタイム労働に関する4労 働局合同特別相談週間を実施

パートタイム労働法関係の相談が急増 !

1 パ ー トタイム労働に関する4労 働局合同特別相談週間

千葉労働局 (局長 本 間文佳)で は、改正パー トタイム労働法施行 3ヶ月経過後の

7月 に、埼玉、東京、神奈川の各労働局と連携し、「パートタイム労働に関する合同特

別相談週間」を下記のとおり実施することとしました。(資料 1参照)

平成20年 4月 1日から、改正パートタイム労働法が施行されていますが、企業に

おいては、改正法の内容は着実に浸透してきているものの、依然として雇用管理上の

問題や労使間の紛争が見受けられるところです。

合同特別相談週間においては、パートタイム労働者の勤務地や居住地にかかわらず、

最寄りの労働局にご相談いただくことができることとし、企業の経済活動の関連が深

い4労 働局が連携して対応することにより、パートタイム労働者の雇用管理の改善や

労使間の紛争の迅速 ・適正な解決を図ることとしています。

【日  時 】平成20年 7月 7日 (月)～ 11日 (金) 8:30～ 17:15

【対  象 】事業主、労働者、その他

【実施方法】電話 ・来局による相談に対応します。

来局の場合は、できれば事前に電話予約をお願いします。

【実施場所】(資料 1裏画 案 内図参照)

○千葉労働局雇用均等室

千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第2地 方合同庁舎3階

(電話)043-221-2307

0埼 玉労働局雇用均等室

さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス ・タワー 16階

管宅話)048-600-6210

0東 京労働局雇用均等室

千代田区九段南 1-2-1 九段第3合 同庁舎 14階

(電話)03-3512-1611

0神 奈川労働局雇用均等室

横浜市中区北仲通5-57 横 浜第2合 同庁舎

(電話)045-211-7380



2 改 正パー トタイム労働法施行後 2ヶ 月間 (平成 20年 4月 ・5月 )の 相談状況

<添 付資料>

1 チ ラシ 「パー トタィム労働に関する相談を受け付けます」

2 改 正パー トタイム労働法施行後 2ヶ 月間 (平成 20年 4月 ・5月 )の 相談状況

3 千 葉県におけるパー トタイム労働者の現状

4 改 正パー トタイム労働法のポイント

5 リ ーフレット 「パー トタィム労働法が変わ ります」

千葉労働局 (局長 本 間 文 佳)雇 用均等室では、平成 20年 4月 1日 に施行され

た改正パー トタイム労働法施行後 2ヶ 月間の相談状況を取 りまとめました。 (資料 2

参照)

○ パ ー トタイム労働法に関する相談は大幅増加 2ヶ 月で 121件 !

(平成 19年 4・ 5月  4件 )
―  「通常の労働者への転換」と 「労働条件の文書交付等」が トップ ! 一

平成 20年 4月 及び 5月 の 2ヶ 月の相談件数は、 121件 であり、平成 19年

度同時期の4件 に比べ大幅に増加 している。

相談の内容は、「通常の労働者への転換」と 「労働条件の文書交付等」がともに

13.2%と 最も多 く、次いで、「差別的取扱いの禁止」12.4%と なっている。

パー トタイム労働者からの相談は、 37件 と全体の30,6%と なっており、

その内容をみると、「労働条件の文書交付等」、「賃金」及び 「待遇に関する説明」

がともに 13.5%と 最も多い。

事業主からの相談は、 64件 と全体の52.9%と なっており、その内容をみ

ると、「通常の労働者への転換」 と 「労働条件の文書交付等」がともに 15,6%

と最も多い。
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本目談を受け付けます
ン が ず が ン 戦 が ず が ン が 導 戴 が ず

我が社のパー トの待遇をどうすればよいのか?

正社員への転換については、どのように対応すればよいのか?

労働条件通知書が交付されない !

正社員と同 じ仕事をしているのに待遇が違 う !

等々、パー トタイム労働に関する相談を受け付けます。
勤務地や居住地にかかわらず、お近くの労働局にお気軽にご相談ください。
南関東の4労 働局が連携して相談解決に当たります。

◆日時◆ 平 成20年 7月 7日 (月)～ 11日 (金)

◆対象◆ パ ー トタイム労働者
パー トタイム労働者を雇用している事業主等

√
……………………Ⅲ Ⅲ………………………Ⅲ‐………………………………………………………………………‐‐……―……………―…………………―…………………………‐‐―…―‐‐一一

、

1受 付場所 埼 玉労働局雇用均等室 |

さいたま市中央区新都心 11-2 ラ ンド・アクシス ・タワー 16階
TEL 048-600-6210

千葉労働局雇用均等室

千葉市中央区中央4-11-1 千 葉第2地 方合同庁舎3階
TEL 043-221-2307

東京労働局雇用均等室

千代田区九段南 1-2-1 九 段第3合 同庁舎 14階
TEL 03-3512-1611

神奈川労働局雇用均等室

横浜市中区北仲通5-57 横 浜第2合 同庁舎 13階
TEL 045-211-7380

ヽ . ,… … … … … … … … … … ― … … … … !‐ _… … … … … … … ― … ― … … … … … ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …‐… … … ・ノ

◆相談方法◆ 電 話 ・来局相談
電話の場合は、ご希望の労働局に電話をしてください。

来局の場合は、ご希望の労働局に、できれば事前に電話予約をお願いします。

０

９



千葉労働局 案内図
國
●」R千葉駅東日、千業部市モノ

レール千葉駅、京成千葉駅から

徒歩20分
●京成千葉中央駅から徒歩7分

●」R本千葉駅から徒歩 10分

□
●」R千 葉駅東ロバス①番のり
ば乗車、「中央 3T目 」下車(2つ
めのパス停)
0」R千 葉駅東ロバス②、③番
のりば乗車、「中央 4丁 目下車
(2つめのノ`ス停)
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埼玉労 働局

( ランド・アクツス・, ワー)

隔告骨畳1号骨倉母
景1:彗置:

埼玉労働局 案内図

●」Rさいたま新都心駅西口を出
て最初のビル
(進行方向左側)
0」R北与野駅より徒歩6分

東京労働局 案内図
●地下鉄九段下駅 6番 出日よ
り徒歩 5分

●地下鉄東西線竹橋駅lb出
口より徒歩 3分

神奈川労働局 案内図
●みなとみらい線馬車道駅下
車 4番 出口をでてすぐ左側
●」R桜 木町駅、関内駅より徒
歩 10分
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No 2

改正パートタイム労働法施行後2ヶ月間(平成20年4月日5月)の相談状況

注)「パートタイム労働者」とは、パートタイム労働法の対象となる「1週間の所定労働時間が同一の
事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」である。

(件)

相談者

相談内容

パートタイム
労働者

事業主 その他 合計

6条 (労働条件の文書交付等)
5

(13.50/0)

10

(15、60/0)

1

(5.0%)

16

(13.20/0)

7条 (就業規則の作成手続)
0

(0.00/3)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

8条 (差別的取扱いの禁止)
4

(10.8%)

7

(10.9%)

4

(20.0%)

15

(12.4%'

9条 (賃金)
5

(13.5%)

6

(9.4%)

2

(10.0%)

13

(10.7%'

10条 (教育訓練)
0

(0.0%)

3

(4`7%)

0

(0.0%)

3

(2.5%)

11条 (福利厚生施設)
0

(0.0%)

3

(4.7%)

1

(5,0%)

4

(3.3%)

12条 (通常の労働者への転換)
3

( 8 . 1 % )

10

(15,6%)

3

(15.0%)

16

(13.2%)

13条 (待遇に関する説明)
5

(13.5%)

3

(4.7%)

1

(5.0%)

9

(7.40/c)

14条 (指針関係)
2

(5,4%)

6

(9.40/c)

4

(20.00/0)

12

(9.9%)

15条 (短時間雇用管理者)
0

(0.00/8)

3

(4.7%)

0

(0.0%)

3

(2.5%)

その他
13

(35.1%)

13

(20,3%)

4

(20.0%)

30

(24.8%)

合 計

37

(100.0%)

〈30.6%〉

64

(100,0%)

く52.9%〉

20

(100.0%)

く16.5%〉

12 1

(100.0%)

く100.0%〉

平成19年度相談件数 計
39

く9.8%〉

321

〈80.7%〉

38

く9.5%〉

398

く100,0%〉

うち19年4,5月分
3

〈75.0%〉

1

く25,0%〉

0

〈0.0%〉

4

〈100,0%〉



千菜県におけるパー トタイム労働者の現状

短時間雇用者(週間就業時間35時 間未満)数および構成比の推移

千葉県の短時間雇用者は、584,823人で、雇用者全体の 24.2%を占めています。そのうち

女性は 427.268人で、女性雇用者全体の 43.00/0を占めています。

(千人)

700
1 1短 時間庭用者数(千葉)

B Faうち女性(千葉)

1均簿 女性雇用者中短時間雇用者の
1  占 める割合(千葉)

→← 女性雇用者中短時間雇用者の
占める割合(全国)

― 翻 者総数中短時間雇用者の
占める割合(千葉)

e―庭用者総数中短時間雇用者の i

望 型 型  」

45%

40%

35%

30%

25%

20%

1510

10%

5%

0%

16年

一般労働者との賃金格差 (女性)
68.7

一般労働者との賃金格差 (男性)

51.7

資料出所:総務省「国勢調査」

平成12年 平成17年

パー トタイム労働者の賃金 (所定内給与額)の 推移

千葉県におけるパー トタイム労働者と一般労働者の賃金格差については、男女別の一般労

働者の 1時間当たりの賃金をそれぞれ 100とすると、男性パー トタイム労働者は 51,7、女性

パー トタイム労働者は 68.7となっています。

(円)
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改正パートタイム労働法のポイント

平成20年 4月 1日 施行

パートタイム労働者を 1人 でも雇つている事業主の方は

0 雇 い入れの際、労働条件を文書などで明示してください

の 雇 い入れ後、待通の決定に当たって考慮した事項を説明してください

轡 パ ートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください

パートタイム労働者と通常の労働者の均衡 (バランス)のとれた待遇のために

の 賃 金 (基本給、賞与、役付手当等)は 、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、

能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください

餞 教 育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてくだ

さい

鶴 福 利厚生施設 (給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対して

も与えるよう配慮してください

さらに、パートタイム労働者の職務の内容 (業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、

鶴 人 材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常

の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください

6 職 務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください

さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、

8 す べての待通についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが

禁止されます

パー トタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は

0 事 業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう

努めてください

パー トタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため

[都道府県労働局長による紛争解決援助]と[調停]が整備されました



資料No.5
パー トタイム労働者のハー トに応えていよしヽよスター ト !

パー トタイム労働法が変わります !
～ 平 成 20年 4月 1日 施 行 ～

少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労153者がその能力をよリー層有効に発揮

することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。

醒韮聾 毅量熙泰ぞ酸奔

事業量子室、パ卒誇療イ玄其鋳餞蕃窪震転サ、れる攀、
F妻総の種熱ど、「醒騒手進の有察還、子糞等の穐窯是な

文書等で戦泰する畠生が義務化懸れ表輩。<強 醒濃窮等条 >

・労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示す

ることが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始

業口終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日B休暇」「賃金」などについては、文書で明示す

ることが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)

。改正パートタイム労働法では、これらに加えて、「 |■‐ |‐|」「 」、「|■■   ‐」

の3つを文書の交付など(3つの事項については、パートタイム労働者が希望した場合は電子メー

ルや FAXで も可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務化されます。

・ 違 反の場合、行政指導によつても改善がみられなければ、10万 円以下の過料に処せられます。

韓業豊|ま、麗等ヽ入れ後パキ禁移イム第織警から泰められた逮善、

そのバー準綾イム鋳餞者の繕遇な表定す犠こ当た警て考慮義た募壌窪

議蠣する畠産が義務化され議す。<強 醒逮簾1暴条>

多
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方雷歩

多法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置     多
参

多 珍 参 移 霧 惨 多  霧 多 珍 参 多 多 参 参  を 多 珍  努 縁 多 多 乾― 多 移 珍 多 塚 移 を 考1移 縁 惨 多ヽ多 移  斎

。 な お、 では、事業主は、雇い入れた後パートタイム労働者から求めら

れたとき、上の囲みのなかの事項以外のパートタイム労働者の待遇に関する事項についても説明

するように努めるものとする、としています。

響
ヽ



・ パートタイム労働者の方の働き方をみると、繁忙期に一時的に働<方 から通常の労働者と同様の仕

事に従事 し長期間働<万 までその働き力はさまざまです。

・ こ のため改正法では、事業主はパー トタイム労働者の待追を通常の労働者との働き方の違いに応

じて均衡 (ノヾランス)を 図るための措置を講 じるよう規定されてしヽます。

・ 具体的には、■.   ‐ . ..■|■‐    ■ ‐■■■|ヽ
|‐‐  |の 3つ の要件 が通常の労働者と同じかどうかにより、

どの待遇の取扱しヽにつしヽて規定されてしヽます。

パートタ=fム鋳餞法 での

| |■■||!■!|| ‐ とは、

実際に従事している業務 と、その業務に伴う責任の程度 まで含めて考えますので、
Fバ寿 篠夕ぞ鬼鋳験議 縁寵議の鋳穀警の議霧鶴幾容が題轡か 疹鶴か 奢J

を判断する際には、パートタイム労働者と通常の労働者について、
そ れ ぞ れ の |ケ =ぴ ぽ 韮 軍

' '孝 , Z 十 一 … … … 琢 ・ ″ =“ ` , 一 , , 十 ■ ,孝 ″ ″ 孝 , ,一 , , , ヤ 中 ■ 4

. ■| | | | ■| |■        |  ‐ ■■|｀

賃金、教育副|1練、福利厚生な

<中 核的業務>

鶴 その労働者に与えられた職務に不可欠な業務

簿 業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務

ン 労働者の職務全体に占める時間、頻度において、害J合が大きい業務 暑

を取り出し、中核的業務について、 野笑費幾鶏羅 書か 怒うか 習彗を判断します。
※個々の作業が一致しているかをみるのではなく、当該職務に必要な知識や技術の水準

などの観点から、その業務の性質や範囲の同一
性を比較します。

また、責任の程度につていては

与えられている権限の範囲

業務の成果について求められている役割

トラブル発生時や臨時口緊急時に求められる対応の程度
ノルマなどの成果への期待度

などを総合的に比較し、著しく異ならないかを判断します。

■■■ ||■■■|■|とは、
人事異動の有無や範囲 を指します。
「バ幸 鋒留ぞ晶労鶴者獲軽餞の鋳鞠客の氏著議館の後縄みや運寵歳ぴが霜じかが争赫習遷

を判断する際には、パートタイム労働者と通常の労働者について、
実際に配置転換や昇進したかどうか、だけでなく、将来にわたって配置転換や昇進をする
見込みがあるかどうか、について、事業所の就業規則や1貫行などをもとに判断します。

配置転換や昇進をする場合は、
F藍麗薮義の範囲も露 むか があか ?Jを 比較します。

どちらも配置転換があっても、一方は全国転勤、一方はエリア限定の転勤、という場合は、
転勤の範囲が異なるため、「人材活用の仕組みや運用などは異なる」と判断します。

なお、配置転換や昇進というかたちをとらない場合でも、1つの事業所に雇われている間
に経験する職務経験の範囲がパートタイム労働者と通常の労働者との間で異なっていれ
ば、両者の「人材活用の仕組みや運用などは異なる」と判断します。

ン

ン

ン

ン

ン



(1)賃 金の決定方法<改 正法第9条 >

季轟茶幾遷長野蓑等達、訂役簿尋轟嵯綾越簸機の条容整警叢を重麓寵する魔釜縫舎葬て、

験醒逮:ま衣命ゑ器後舞1馨窪羨めて錬麓ず.

奪襲量子ま代寵韓録鋳畿審逸鶴幾餐窪毒慮装、

‐ パ 率楽夢ぞ畠鋳餞審の議譲翁義黍、裁彙、寵畿、寵免、経畿など塞
‐ 裁 票数電嚢金窪漁麓する量生が努力義務化遷れまず。<孜 重逮襲鬱桑襲岳襲 >

・ パートタイム労働者の賃金を客観的な基準に基づかない事業主の主観や、「パートタイム労働者
は一律○○円」といつたパートタイム労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、職務
の内容や能力のレベルに応じて段階的に設定するなど、働きや貢献に応じて決定することが努
力義務の内容となります。

・具体的には、職務の複雑度口困難度や権限口責任に応じた賃金設定や、昇給・昇格制度や人事考
課制度の整備、職務手当、役職手当、成果手当の支給など各事業所の実情にあつた対応が求
められます。

さらに.

轟襲壷すま、選韓の第鶴議逸胞畿あて、パ幸罪夢イム簿餞警鶴

議寵録義蓉裁一遺襲襲の人藩諸疑の後寵搾準運農綾がが目釜場翁、

その軽麓まこ轡窃ヽて、餐金窪轟韓の簿寵警生麗一つ磨途で決遺する畠姓が努力義務化
碁れます。<致 醒濃簾鬱条鶴塗襲>

・これは、通常の労働者とパートタイム労働者とで職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同

じであれば、単位当たりの仕事の対価は同じであるという理念を表したものであり、同一の賃金決

定方法にすることにより、両者を同じ職能や職務といつた「モノサシ」で評価することが可能になる

というものです。

・具体的には、通常の労働者とパートタイム労働者の職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが

同じ期間については、同じ賃金表を適用することや、両者の賃金の支給基準や査定や考課の基

準を合わせることなど各事業所の実情にあった対応が求められます。

・ 実 際にどのような方法でパートタイム労働者の賃金を決定するかは事業所の判断にゆだねられて
いますが、パートタイム労働者は改正パートタイム労働法第13条 の規定に基づき、雇い入れ後、
事業主にどのような考え方で賃金を決定したのか、説明を求めることができますので、説明を求め

られた際に合理的な説明ができるような決定方法にすることが事業主には求められます。

。 な お、 では、事業主は、職務の内容に密接に関連しない賃金、例え
ば退職手当や通勤手当などについても、パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均

衡などを考慮して定めるよう努めるものとする、としています。

ン



(2)教 育訓練<改 正法第10条 >

バ幸奔綾ぞム鋳餞春と違寵録芳寵議の教軽の条容が麗義場合、

その議務竜遂犠する!重義えつて必襲な範議準技管を鶏!こつiするため,こ蓬韓の芳&審
ほ襲寵数て転Lる教養尋:1譲整つと,L電まま、プモー筆タイム鋳餞書が騒無赫霞を寵飽窪窮:量舎

‐
 や てみヽる場合塗纂書、事業貫:まバ幸筆密イゑ鋳餞番1重舞義誓毛撞幾舎労餞警基麗寵まこ

実施することが義務化されます。<致 正法第 10集 第岳襲>

1 止戴の議ii総壊捧の事|1鞭転餞えよゴ、等守|ザプデップのための爵|!緯な線こつ幹電子ま、
戦義録鵡容の寵い燕亀士&かかわ義ず、事業量!まバキ非夢イムカ畿憲勢

議轟鋳肉碁、裁桑、養敏、寵洗段が経験審が絶碁義棄議する量生が
1 努力義務化遷れますG<強 麗濃窮 :等条窮塗壌>

(3)福 利厚生施設 (「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」)<改 正法第 11条 >

筆絵黛縫毅遍、打纂議盤彊、訂霊衣盤運進むとヽて、

事業壷iまパー静夢イム労鶴者に審」麗の機会を提供するまう麗慮することが
1 義務化暮れまずG

。 なお、|  ‐
‐
||■ ■ ||‐■  で は、事業主は、上記の福利厚生施設以外の福利厚生につ

いても、パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均衡などを考慮した取扱いをする
よう努めるものとする、としています。

(4)差 別的取扱いの禁止<改 正法第8条>

事業量iダ遼能の欝勧議坐麗親すべ書バー静療イム芳寵審遇の待選窪

差別的に取り扱うことが禁止きれます。

・ 「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の、賃金、教育訓練、福利厚生をはじめすべて

の待遇を、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

・ 「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」とは、次の要件を満たすパートタイム労働者で

す。
議職務の内容 が同じ、で、
議人材活用の仕組みや運用など が全雇用期間を通じて同じ、で、
諸契約期間が実質的に無期契約

・ ン の「人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ」とは、パートタイム労働者が通

常の労働者と職務が同一になってから、退職までの期間において、事業所の人事システムや慣

行から判断して同じ、となる場合です。

・書の「契約期間が実質的に無期契約」とは、a)期間の定めのない労働契約を結んでいる場合 と

b)期間を定めて労働契約を結んでいても、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通

念上相当とされる場合 で す。

黎矛



事藁重!ま、通革多芳俊春ガi録義長を嚢進するた姦毎堪寵

4姦群残績寵董簿ま透れ義:重秦釜た整轟)塗襲釜る垂生が義務化碁を
'軽
養ず.<〔致醒法窮号疲条>

‐■‐ ■|IFII ‐■■‐.
タ タ タ タ タ タ 多 多 多 ク 多 多 を 夕 孝 タ タ 多 多 塚 多 多 ク ケ ィ ク タ ケ 多 多 夕 を 多 夕

|そ指i ;る考
1を

盈

塚 ケ 多 み 多 夕

を通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇つているパートタイム労働者|

通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇つているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

= i ,ケ ! , . ,チ 手 ヽ 多 キー ■ 歩 i = を '

事業所によっては、[いわゆる正規型の労働者]と[フルタイムの基幹的な働き方をしている労働

者]の両方が「通常の労働者」として存在する場合もありますが、このような事業所においては、パ
ートタイム労働者を[いわゆる正規型の労働者]への転換を推進するための措置を講じることが義

務となります。

また、事業主は、転換を推進するためにも、どのような措置を講じているか、事 業所 内のパートタ

イム労 働 者 にあらかじめ広く周 知 することが望まれます。

窄争
・一
夕舟
一

4モ)婁 襲童がメ支―奔夢イ込鋳畿養から議寵の書塞塗費rサた迭書まま、

韓業野残子鶏壷議巷解決を顕る墨駐が努力義務化され蓋す。<設 亜濃鵠 増3条 >

・事業主は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理制度を活用
する1まか、人事担当者や短時間雇用管理者(※)が担当するなどして、事業所内で自主的な解
決を図ることが努力義務化されます。

※短時間雇用管理者とは…・パートタイム労働法では、常時 10人以上のパートタイム労働者を

雇用する事業所ごとに、パートタイム労働者の雇用管理改善などを担当する 「短時間雇用管
理者」を選任するよう努めることとされています。

・ な お、下の囲みのなかの苦情について対応することが法律上努力義務化されますが、

|■ ■ ||■|■|■ |■ ■|||では、事業主は、パートタイム労働者の就業の実態、通常の労働者
との均衡などを考慮した待遇にかかる事項に関する苦1青についても、自主的な解決を図るよう努

めるものとする、としています。

42)簸 議罐換襲畿鶴綾寵鶏 逸義て、

議欝寵籟纂議餞寵嚢ま重表鶴魏麗革寵襲革畿寵 鶴革

歓幾鶴鶴轟譲鶴畿議 すこ鹸る轟鶴 機が穀 t才犠姦接輩◇<毅 醒騒轟 嬢～醒 桑≫

・パートタイム労働者が都道府県労働局長による援助を求めたこと、調停の申請をしたことを理由と
して、解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど不利益な
取扱いをすることは禁止されます。

昏
労働条件の文書交付等、待遇に関する説明、待遇の差別的取扱い禁上、職務遂行に岳

多必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置  参
多

多 芝 多 多 夕 多 多 ラ , 1 多 多 多 幸 を 多 争 多 多 多 そ そ 多 容 多 多 塚 脅 惨 脅 奪 多 嫁 多 彩 移 塚



姦塑ゑ々多夕琢ゑ甕縁幾多誓穀,軽髪霧多々孝葬夕琢ゑ蓼鶴ン軽ン移ゑ誓ンンンンンゑ餡ンン誓窪
稜多嫁拳Z垂霧髪を/哲葬髪夕こ

診 パートタイム労働者には、パートタイム労働法以外にも労働基準法、最低賃金法、労働者安全衛生法、労働

者災害補償保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法などの労働関係法令が適用され

ますので、事業主はこれらの法令も連守しなければなりません。

議 パートタイム労働者の雇用管理を見直す際、通常の労働者、パートタイム労働者にかかわらず、労働者の労働

条件を合理的な理由なく、事業主の一存で一方的に不利益に変更することは、許されません。

労働条件の変更を労働契約によって行う場合には労働者との合意が必要ですし、就業規則によつて行う場合

には各労働者の同意までは求められませんが、その内容の相当性や労使交渉等の事情にかんがみ合理的な

ものである必要があります。

いずれにしても、労働条件を見直す際は、事業所内でよく話し合つたうえであることが望まれます。

,多 フルタイムで働く方については、「パート」などこれに類する名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とは

!  なりませんが、事業主はこれらの方についてもパートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきであることに留意す

ン 「パー トタイム労働者J

パートタイム労働法 (「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者 (パ
ー

トタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週 間の所定労

働時間に比べて短い労働者」とされています。

例 えば、「パー トタイマー
」「アルバイ ト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」な ど、呼び方は

異なつても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パー トタイム労働者」 としてパー トタイム労

働法の対象 とな ります。

ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい 「通常」と判断される労働者をいいます。こ

の 「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労

働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待通を受ける賃金体系である、など

雇用形態、賃全体系などを総合的に勘案して判断することになります。

事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労

働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパー トタイ

ム労働者となります。

パートタイム労働法に関するお問い合わせは、各都道府県労働局雇用均等室 ヘ

都道府県 電話番号 電話番号
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